
国土交通省
令和２年度第３次補正予算及び

令和３年度予算
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モーダルシフト等の物流効率化を図る取組において、協議会の開催等、
改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の策定のための調査事
業に要する経費に対して支援を行う。

また、認定を受けた総合効率化計画に基づき実施するモーダルシフト及
び幹線輸送の集約化について、初年度の運行経費に対する支援を行う。

~ 取り組み実施に向けた主な流れ ~

計画策定経費補助

運行経費補助

１ 協議会の立ち上げ
・物流事業者、荷主等の関係者による物流効率化に向けた
意思共有

２ 協議会の開催
・関係者の参集
・個々の貨物の輸送条件（ロット、荷姿、リードタイム等）に
係る情報やモーダルシフト等の実現に向けた課題の共有
及び調整

・CO2排出量削減効果の試算 等

３ 総合効率化計画の策定
・協議会の検討結果に基づく総合効率化計画の策定

４ 計画の認定・実施準備

５ 運行開始

物流分野の労働力不足に対応するとともに、温室効果ガスの排出量を削減するため、物流総合効率化法の枠組みの下、トラッ
ク輸送から、よりCO2排出量の少ない大量輸送機関である鉄道・船舶輸送への転換（モーダルシフト）の支援を実施。

モーダルシフト等推進事業

支援対象となる取り組み
計画策定
経費補助

運行経費
補助

大量輸送機関への転換 モーダルシフト

①補助率：定額
②上限200万円

✻１

①補助率：1/2以内
②上限500万円

✻２

トラック輸送の効率化

幹線輸送の集約化

対象外

共同配送

その他のCO2排出量の
削減に資する取り組み

〔上記に加え非接触・非対面型物流への転換・促進を支援〕
✻１の経費補助に該当する計画の策定に当たり、さらに省人化・自動化に資する機器の
導入等を計画した場合、その取組に対して、補助額上限の引き上げを行う。

①補助率： １/２以内 ②上乗せ：300万円、上限総額：500万円

✻２の経費支援に該当する運行に当たり、さらに省人化・自動化に資する機器を用いて
運行した場合、その取組に対して、補助率の上乗せ、補助額上限の引き上げを行う。

①補助率：２/３以内 ②上乗せ：500万円、上限総額：1,000万円

令和３年度予算額：４３百万円

納品先輸入

工場

輸配送の共同化輸送網の集約 モーダルシフト

納品先

無人搬送車ピッキングロボット 無人フォークリフト

自動化機器の例
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非接触・非対面型輸配送モデル創出実証事業

配送デポ
（共同宅配ＢＯＸ

のある
共有スペース）

自動配送ロボ
による配送

集配
（戸建住宅地）

○ 地域内のラストワンマイル物流の持続可能性を高めるとともに、「新しい生活様式」に適応した「新たな配送形態」を構築する
ため、地域コミュニティや配送事業者との連携により、ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術やシェアリングを駆使しながら、非接触・非対面型の
ＢtoＣ配送モデルについて実証事業を通じて検証し、横展開を図る。

○ 貨客混載や中継輸送を活用し、デジタル技術を駆使した非接触・非対面型の幹線輸送モデルについて、実証事業を通じて検
証し、優良事例等の横展開を図る。なお、当該実証事業においては、手荷役作業が多く接触機会も多い食品流通を重点的な支援
対象とする。

事業の概要

重量物の配送

置き配

住民への配送

（配送業務は業者
間でシェアリング）宅配BOX

ポストコロナ時代に対応した非接触・非対面型の物流システム（BtoC配送モデル、幹線輸送モデル）を構築しサプライチェーンの
強靱化を図るため、デジタル技術などを用いた新たな輸配送方法等の調査・実証を行う。

事業の目的

食料品等

【幹線輸送モデルの例（中継輸送を活用した輸送）】【BtoC配送モデルの例（戸建て住宅地での配送）】

・検品レス等デジタル技術を活用した接触機会の軽減
・車両の動態管理技術を活用した荷待ち時間削減 等

令和２年度第３次補正予算額：59百万円
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業（国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（①定額、②補助率１／２）

 少子高齢化の進展等我が国の社会構造が変化していく中、特に過疎地域等
では、輸配送の効率を向上させるとともに、生活の利便を抜本的に改善す
ることに加え、災害時や感染症発生時等の非常時にも活用可能な新たな物
流手段として、無人航空機が期待されている。

 無人航空機を活用した物流は新しいビジネス分野であり市場開拓途上であ
るため、無人航空機を活用した物流の実施に係る高額な初期コスト等が障
壁となっている。

 このため、無人航空機等の導入等を支援することで、過疎地域等における
地域ニーズに対応した新たな低炭素型物流の実現、生活の利便の抜本的改
善、非常時を含めた物流の維持を図ることで、地域循環共生圏の構築に貢
献する。

＜補助対象＞
①事業性が見込まれる無人航空機を活用した物流低炭素化に向けた計画策定
② 無人航空機を活用した物流の実用化に必要な機材・設備等の導入・改修

① 「環境基本計画」（平成30年４月17日閣議決定）及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和元年６月
11日閣議決定）に基づき、既存物流手段による積載率の低い非効率な輸配送を無人航空機で代替することにより、
CO2排出量を大幅削減するととも非常時を含めた過疎地域等における物流網の維持等に貢献する。

② 取組の認知とともに、導入機数増加により購入経費も低廉化させ、自立的な導入を促し、過疎地域等のCO2 排出量
の削減及び物流の効率化・省人化を推進する

過疎地域等におけるドローンを活用した物流実用化を支援します。

地方公共団体と共同申請する民間事業者・団体等

令和２年度～令和４年度（予定）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 低炭素物流推進室 電話：03-5521-8329

■補助対象

○過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化

○付帯設備及びドローン物流システムの例

風向風速計 ドローン物流システム宅配ロッカー型
ドローンポート

【令和３年度予算（案） 800百万円の内数（782百万円の内数）】
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